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青森市民図書館電算システム運用委託業務及び賃貸借業務公募型プロポーザル実施要項 

 

１ 業務概要  

（１）業務名称 

青森市民図書館電算システム運用委託業務及び賃貸借業務 

（２）実施主体 

青森市教育委員会 

（３）業務内容 

   別紙１「青森市民図書館電算システム運用委託業務及び賃貸借業務基本仕様書」のとおり 

（４）業務期間 

  ① 青森市民図書館電算システム運用委託業務及び賃貸借業務 

契約締結日から令和１２年１０月１４日（月）まで 

  ② 青森市民図書館電算システムデータ移行作業業務 

     契約締結日から令和７年１０月１４日（火）まで 

  ③ 青森市民図書館電算システム本稼働日 

     令和７年１０月１５日（水） 

  ④ 青森市民図書館電算システム運用委託及び賃貸借期間 

     令和７年１０月１５日（水）から令和１２年１０月１４日（月）まで 

（５）業務に係る提案上限額 

１８０，５３６，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

  ① 提案上限額には、令和７年１０月から本稼働する図書館システム及び機器の調達・初期設 

定・設置、データ移行、操作研修、稼働立会、業務期間終了までの機器等の賃貸借費用、シ 

ステム利用料、ハードウェア保守費用、ソフトウェア保守費用等の全ての経費を含む。 

② この金額は本業務の予定価格を示すものではなく、提案内容の規模を示すためのものであ 

り、今後、市で定める予算額及び優先交渉権者決定後に締結する契約での額とは異なる場合が 

ある。なお、契約金額支払い時期及び方法は別途契約書で定める。 

③ 本業務に係る見積書を提出する際は、この金額を超えてはならない。 

④ 本稼働までに要する導入費用は、本稼働後に平準化した上で賃貸借費用と合わせて支払うも 

のとする。 

（６）支払方法 

令和７年１０月から令和１２年１０月までの毎月末締め翌月払い（６０回）とする。 

（７）問合せ及び書類提出先 

① 担当者 

青森市教育委員会事務局 青森市民図書館 

総務管理チーム 担当 鈴久名（すずくな）、西田（にした） 

② 住所 

〒０３０－０８０１ 

青森市新町一丁目３番７号 

③ 電 話 ０１７－７７６－２４５５（代表） 

④ ＦＡＸ ０１７－７７６－２４００ 

⑤ メールアドレス info@city.library.aomori.aomori.jp 
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⑥ 受付日及び時間 次に記載する日を除く９時から１７時まで 

ア 土曜日、日曜日、祝日 

イ 年末年始 

令和６年１２月２８日（土）から令和７年１月５日（日）まで 

ウ 休館日 

令和７年１月８日（水） 

 

２ 応募資格 

公募型プロポーザルに応募する者は、次の要件の全てを満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者である 

こと。 

（２）応募申込書提出の日において、会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条若しくは 

第６４４条の規定に基づく清算の開始、破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条若しくは 

第１９条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号） 

第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号） 

第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者でないこと。 

（３）応募申込書の提出期限から受注者確定の日までの期間、青森市競争入札参加資格業者指 

名停止要領（平成１７年４月１日実施）の規定による停止措置を受けていない者であるこ 

と。 

（４）地方税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

（５）青森市暴力団排除条例（平成２３年青森市条例第３３号）第２条第２号に規定する暴力団又は 

暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと。 

（６）共同事業体にあっては、一の代表構成員と一以上の構成員により構成されるものとし、以下の 

全ての条件を満たしていること。 

① 全ての構成員が、上記（１）から（５）までに掲げる条件を満たしていること。 

② 構成員が本業務における他の共同事業体の構成員として、又は単独に本プロポーザに応募 

していないこと。 

③ 構成員が代表構成員に青森市と折衝する行為等を委任していること。 

④ 本プロポーザルの応募申込書の提出時より前に共同事業体を成立させていること。 

⑤ 業務完了時まで代表構成員の変更がないこと。 

⑥ 本プロポーザルの応募申込書の提出時から契約締結時までは構成員の変更がないこと。 
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３ スケジュール 

 内 容 日 程 

１ 実施要項及び仕様書の公表 令和６年１２月１２日（木） 

２ 質問の受付 
令和６年１２月１２日（木）から 

令和６年１２月１９日（木）１２時まで 

３ 質問の回答 令和６年１２月２６日（木）１７時まで 

４ 応募書類の提出期限 令和７年 １月１７日（金）１５時まで 

５ 選定結果通知 令和７年 ２月下旬 

６ 契約締結 令和７年 ３月下旬 

 

４ 実施要項及び仕様書の配布 

次のホームページからダウンロードすること。  

・青森市役所ホームページ   https://www.city.aomori.aomori.jp/jigyosya.html 

・青森市民図書館ホームページ  https://www.library.city.aomori.aomori.jp/acl/ 

 

  

 

 

 

 

 

５ 質問の受付と回答 

（１）提出方法 

青森市民図書館電算システム運用委託業務及び賃貸借業務公募型プロポーザル質問書（様式 

第１号）を作成し、電子メールにより提出すること。電子メール以外の方法は受け付けない。 

① 電子メールアドレス 

info@library.city.aomori.aomori.jp  

② メールの件名 

「青森市民図書館電算システム運用委託業務及び賃貸借業務公募型プロポーザルの質問」 

とすること。 

③ 受付期間 

上記「３ 主なスケジュール」の「２ 質問の受付」記載の期間 

（２）回答方法 

上記「３ 主なスケジュール」の「３ 質問の回答」記載の期限までに、青森市民図書館 

ホームページに掲載する。ただし、質問又は回答の内容によって質問者が特定される場合は、 

質問者に対してのみ電子メールにより回答する。 

青森市役所ホームページ 青森市民図書館ホームページ 
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６ 応募書類 

（１）提出書類 

No 応募書類 様式 部数 

〇：要提出 

単独

提案 

共同

提案 

１ 

青森市民図書館電算システム運用委託業務

及び賃貸借業務公募型プロポーザル 

応募申込書 

第２号 正本１ ○ ○ 

２ 

青森市民図書館電算システム運用委託業務

及び賃貸借業務公募型プロポーザル 

誓約書 

第３号 正本１ ○ ○ 

３ 

青森市民図書館電算システム運用委託業務

及び賃貸借業務公募型プロポーザル 

共同事業体結成届 

第４号 正本１ － ○ 

４ 
青森市民図書館電算システム 

システム要求機能一覧表 
第５号 正本１ ○ ○ 

５ 見積書 任意 正本１ ○ ○ 

６ 

「地方税」「法人税」「消費税及び 

地方消費税」の未納の税額が無いこと 

の証明書 

国税 

様式等 
正本１ ○ ○ 

７ 
参加事業者の経営状況が分かる資料 

（直近の決算書等） 
任意 正本１ ○ ○ 

８ 
参加事業者の事業内容が分かる 

パンフレット等 
任意 正本１ ○ ○ 

９ 企画提案書 任意 
正本 １ 

副本１２ 
○ ○ 
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（２）提出書類の留意事項 

① 様式第４号 

構成する全ての団体の経営状況を説明する書類を提出すること。 

② 様式第５号 

次の記入要領により、「対応」「カスタマイズ費用」を記入すること。 

 

区分 記入要領 

対 応 

次のいずれかの記号を記入すること。 

「〇」パッケージの標準機能（開発を伴わない標準オプションのアドオン等を含 

   む。）により要件を実現できる。 

「△」現在は機能を有していないが、提案額内でカスタマイズや別ツールの利用に 

より要件を実現できる。 

「×」要件を実現できない。 

カスタ 

マイズ 

費 用 

「対応」に「△」を記入する場合は、カスタマイズに要する金額を必ず記入し、カスタ

マイズに要する費用が０円の場合は０円と記入すること。また、記入した金額を提案額に

含むこと。 

 

③ 企画提案書 

ア 副本は、企画提案者が推測されないよう、法人又は共同事業体の名称を記載しないこ 

と。 

イ 記載方法は、別紙２「企画提案書の作成について」及び別紙３「青森市民図書 

館電算システム運用委託業務及び賃貸借業務公募型プロポーザル選定基準」（以下 

「選定基準」という。）による 

こと。 

④ その他 

ア 社会福祉法人その他の団体にあっては、当該書類に準ずる書類を提出すること。 

イ 経営状況を確認するため、追加書類の提出を求める場合があること。 

（３）提出期限  令和７年１月１７日（金）１５時（必着） 

（４）提出方法 郵送（特定記録郵便等）又は持参により提出すること。 

（５）提出先   

① 郵送 

上記１（８）「問合せ及び書類提出先」へ送付すること。 

  ② 持参 

青森市民図書館８階カウンターへ提出すること。 

 

７ 辞退 

青森市民図書館電算システム運用委託業務及び賃貸借業務公募型プロポーザル応募申込書（様

式第２号）提出後に本プロポーザルへの応募を辞退するときは、青森市民図書館電算システム運

用委託業務及び賃貸借業務公募型プロポーザル辞退届（様式第６号）を提出すること。 

（１）提出期限  

令和７年１月１６日（木）１７時（必着） 
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（２）提出方法 

郵送（特定記録郵便等）又は持参により提出すること。 

（３）提出先 

上記６（５）に同じ 

（４）応募書類の返却 

提出された応募書類は返却しない。 

 

８ 審査・評価 

（１）審査及び評価の方法 

本プロポーザルの評価は、青森市民図書館電算システム運用委託業務及び賃貸借公募

型プロポーザル選定委員会において、選定基準に基づき行う。合計点の最も高い者が２

者以上の場合は、機能要件（審査項目）における点数が高い提案者を上位とする。 

（２）優先交渉権者の選定 

① 上記（１）の評価の結果、合計点が最も高い提案を最優秀提案とし、この提案を 

した者を優先交渉権者として選定する。ただし、最優秀提案及び優先交渉権者の選 

定後に不測の事態等が生じた場合は、次点の審査・評価を得た提案を最優秀提案及 

び優先交渉権者に繰り上げる。 

  ② 参加者が１者の場合においても審査を実施するものとし、その場合、最低基準点 

   又は審査項目のいずれかの評価点が２割以下であれば優先交渉権者として認めないも 

   のとする。 

（３）最低基準点について 

① 優先交渉権者への業務委託が効果的なものとなるか否かを判断するため、最低基 

準点を設ける。 

   ② 各審査委員の基準点（７０点）を合計した点（満点）の６割を最低基準点とする。 

③ 最低基準点を下回る又は審査項目のいずれかの評価点が２割以下である企画提案者   

は、優先交渉権者としない。 

（４）選定結果 

選定結果は選定審査終了後、自己の結果のみを企画提案者に書面で通知する。審査内容及び 

選定結果に対する問合せ及び選定結果に対するいかなる異議申立も受け付けない。 

（５）失格事項 

次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格とする。 

① 本要項に定めた応募資格要件を満たしていない場合 

② 応募書類に虚偽の記載があった場合 

③ 応募書類に不足があった場合 

④ 本要項等に示された提出期限、提出方法、提出先及び書類作成上の留意事項等の条件に適 

合しない書類の提出があった場合 

⑤ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

⑥ 見積額が提案上限額を上回る場合 

 

９ 契約手続 

優先交渉権者と企画提案書等について協議の上、地方自治法第２３４条に定める随意契 
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約の方法によって委託契約を締結するものとする。ただし、当該協議が不調のときは審査 

委員会による審査結果の順位が高い者から順に契約締結の協議を行う。協議の内容によっ 

ては、提案内容の一部を変更することができる。 

契約の締結にあたっては、契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付するこ 

と。ただし、青森市財務規則第１３４条第１項各号のいずれかに該当する場合において 

は、これに準じて契約保証金の全部又は一部を免除することができる。 

 

１０ その他留意事項 

（１）応募書類の作成、提出及び契約締結の協議等に係る費用は全て応募者の負担とする。 

（２）企画提案等は、１法人（又は１共同事業体）につき１件とする。なお共同提案で参加する者 

は単独の提案又は他の共同提案に参加することができない。 

（３）提出期限以降における書類の差替及び再提出は認めない。 

（４）提出された応募書類は返却しない。 

（５）青森市は審査・評価の際に応募書類の複製を作成する場合がある。 

（６）本プロポーザル及び本業務において青森市から知り得た情報を第三者に漏らし、若 

しくは本プロポーザル及び本業務手続以外の目的に供し、又は無断で使用することを 

禁止する。 

（７）評価結果に対する異議は一切認めない。 

（８）電子メール等の通信事故及び書類等の郵送・配送途中の事故（郵送・配送の遅延を 

含む）については、青森市はいかなる責任も負わない。 

（９）契約締結後であっても、契約締結事業者が談合その他の不正行為に関わった事実が 

発覚した場合、又は契約締結事業者の役員等が贈賄等で逮捕され、社会的影響が大き 

いと青森市が判断した場合は、契約を解除する場合がある。 


